
◆中野市農業協同組合利益相反管理⽅針（概要） 

当組合は、利益相反のおそれのある取引を適切に管理し、利⽤者の利益が不当に害される
ことのないよう業務を遂⾏いたします。以下に、利益相反管理⽅針の概要を公表いたしま
す。 
1.対象取引の範囲と類型 
(1)対象取引 
本⽅針の対象となる取引（以下「対象取引」という）は、当組合の⾏う信⽤事業関連業務、
共済事業関連業務または⾦融商品関連業務にかかる利⽤者との取引のうち、利⽤者の利益
を不当に害するおそれのある取引です。 
(2)対象取引の類型 
以下のような取引が、対象取引に該当する可能性があります。 
 
ｱ.利⽤者と当組合の間の利益が相反する取引 
ｲ.当組合の「利⽤者と他の利⽤者」との間の利益が相反する取引 
 
※当組合が保有する利⽤者の情報を不当に利⽤し、これら類型に該当する場合を含みます。 
 
2.利益相反管理の⽅法 
(1)当組合に業務推進部⾨から独⽴した利益相反管理統括部署を設置し、利益相反にかかる
管理を⼀元的に⾏います。 
(2)当組合は、対象取引を特定した場合、次に掲げる⽅法により利益相反を管理します。 
 
ｱ.対象取引を⾏う部⾨と利⽤者との取引を⾏う部⾨の分離 
ｲ.対象取引または利⽤者との取引の条件もしくは⽅法の変更または中⽌ 
ｳ.対象取引に伴う利益相反事実の開⽰と同意取得 
ｴ.その他対象取引を適切に管理するための⽅法 
 
(3)利益相反管理を適切に⾏うため、研修・教育を実施し周知徹底します。また利益相反管
理態勢の適切性および有効性を定期的に検証します。 


